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はじめに

我が国は、少子高齢化に伴う人口減少社会に突入し、厳しい状況が続いています

が、未だに「男性は仕事」「女性は家庭」といった性別役割分担意識が根付いてい

るとされています。 

また、昨年度から続く新型コロナウイルス感染拡大の影響により、特に女性につ

いては、ステイホーム等によるＤＶ被害者の増加、自殺者の増加、雇用者数の大き

な減少等の問題が、パンデミックを機に顕在化しています。 

さらに、令和３年６月に内閣府が発表した「コロナ下の女性への影響と課題につ

いて」によると、女性の大学進学率や就職率が上昇しても、「家庭のことは女性」

という認識が根強いため、ワーク・ライフ・バランスが保てるテレワークについて

も、男性はプラスの意見が多いものの、女性は、家事の時間が増え自分の時間が減

る等、負担の増加を理由に消極的な意見が多いという差が見られ、女性にとって

就業し続けることはより一層厳しい現状であります。 

昨年度は、国において「第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和

の社会へ～」が閣議決定され、「社会のあらゆる分野において、２０２０年代の可

能な限り早期に、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも３０％程度となる

よう期待する。」との目標について、官民の積極的な取り組みが行われてきました

が、韮崎市は、令和２年度時点では、一般行政職の管理職に占める女性の割合も１

６.７％にとどまり、市の数値目標は達成しているものの３０％には及んでおらず、

市職員の男性の育児休業取得率についても０％という現状であります。 

また、市では、「韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金」制度をスタートさ

せ、高く評価しておりますが、未だ申請件数は少ないといった状況であります。 

以上のようなことから、今後もより一層の男女平等の取り組み強化が必要になる

と考えております。 

韮崎市男女共同参画推進委員会では、「第２次男女共同参画推進計画」の基本理

念「男女が互いに認め合い、協働するまち・韮崎」に基づき、昨年度から引き続き

「ワーク・ライフ・バランス」を活動テーマに「働き方改革」「仕事と家庭の両立」

「多様な生き方」の３つのグループに分かれて活動し、各グループが「ワーク・ラ

イフ・バランス」に基づいた身近な問題解決のために全１１回を通して研鑽してま

いりました。 

今年度の活動経過をここに報告し、分析した結果等を提言いたしますので、ご査

収いただき市政へ反映していただくようお願い申し上げます。 
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活動報告及び提言 

 私たち男女共同参画推進委員会は、令和２年４月１日よりアドバイザーとして

望月 理子先生を迎え、新たに半数の委員が委嘱され、２５名で活動を行ってまい

りました。 
昨年度から「ワーク・ライフ・バランス」をテーマに掲げ、「働き方改革」「家

庭と仕事の両立」「多様な生き方」の３つのグループに分かれ活動してきました。

 「働き方改革」「家庭と仕事の両立」グループは、昨年度の発展的な活動を行

い、「多様な生き方」グループは、新たにＤＶや生命（いのち）の教育も視野に

入れて活動を行いました。 
今年度の活動内容につきましては、以下のとおりであります。 

 
■委員会活動報告 

令和3年度韮崎市男女共同参画推進委員会活動報告 

活動テーマ「 ワーク・ライフ・バランス 」 

月 活動内容 

4 ２８日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第１回） 

○正副委員長選出 

 ○令和2年度活動報告・令和3年度活動計画（案）について 

    ○韮崎市男女共同参画推進条例及びプラン概要説明推進状況報告

     ○基礎学習会①「男女共同参画について」  

    講師：アドバイザー 望月 理子 

5 ２６日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第２回） 

 ○基礎学習会②「ワーク・ライフ・バランスについて」  

        講師：アドバイザー 望月 理子 

   ○活動テーマに関するワークショップ、グループ分けについて 

６ ２３日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第３回） 

    ○グループテーマの決定 

    ○グループリーダーの決定 

    ○グループ活動  昨年度の活動についての共有 

             活動内容の検討     

市広報６月号 男女共同参画特集記事掲載 

男女共同参画推進月間 ぴゅあ総合グループ活動展示会参加 

７ ２８日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第４回）        

    ○ゲストの講話 

望月 理子 氏（NPO法人エンパワメントアフロッキー） 

【テーマ】デートDV、ハラスメント等 

○グループ活動 
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８ 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

９ ２２日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第５回） 

    ○ゲストの講話 

佐々木 啓二 氏（株式会社ササキ 代表取締役社長） 

【テーマ】働き方、育児休暇等 

○グループ活動 

１０ ２７日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第６回） 

    ○ゲストの講話 

宮崎 大樹 氏（山梨日日新聞社 記者） 

【テーマ】働き方、育児休暇等 

○グループ活動 

１１ ２４日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第７回） 

    ○グループ活動 

１２ ２２日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第８回） 

    ○グループ活動 

１ ２６日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第９回） 

    ○グループ活動 

２ 

 

１６日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第１０回） 

    ○グループ活動 

３ ２３日 韮崎市男女共同参画推進委員会（第１１回） 

    ○グループ活動 

 

３０日 市長提言 
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■男女共同参画推進への提言    
 
１．男女共同参画推進体制の整備充実と委員（新規） 

本件については、平成２１年度の委員改選時期において、委員の任期２年の一

斉改選から隔年改選への改正を求めたところであり、それ以降の改選で各地区

の選任方法等の改善により、一定の成果が得られた。 

この改選方法については、平成２６年度をもって経過措置が終了したところ

であるが、今後も引き続き、本委員会が男女共同参画推進に十分機能できるよう、

委員の男女比バランス等組織の充実に配慮されたい。 

また、特に「若者」、「事業所関係者」、「商工会青年部」等を積極的に参加

できるよう市からも配慮いただき、若者や働き盛り世代の意見を男女共同参画

推進に反映できるよう努められたい。 

 
２．事業所の男女共同参画推進対策の強化・充実（継続） 

市では、市内の事業所で働く市内の男性が育児休業を取得した場合に、取得

した男性と企業に助成金を支給する制度を実施しているが、このような事業の

実施により、市内事業所の、職場環境づくりにつながることが期待できる。 
あわせて、女性の管理職を増やすことや女性が研修の機会に恵まれるように

支援していただきたい。 
  引き続き、このような取り組みを推進することで、市内事業所の男女共同参

画推進に努められたい。 
 

３．各分野における役員・役職への女性登用の促進（継続） 

市の審議会等における女性委員の割合は、平成２５年３月に策定された第２

次計画において令和５年３月に３０.０％とする目標を掲げた。 

この割合は徐々に数値を上げ、令和２年度は３０.６％となり、目標を上回る

結果となっている。 

しかしながら、自治会長に占める女性の割合は、令和２年度は１.０％にとど

まっているなど、一部の分野では、女性の登用がまだまだ進んでいない。 

今後、幅広い分野での女性登用の促進に向け、なお一層、各種の機関・団体等

の会議、市広報誌への掲載等あらゆる機会を通して女性が参画できる環境づく

りに一段の指導・啓発に努められたい。 
 
４．若年世代への男女共同参画推進（継続） 
 社会のさまざまな状況において一人一人が平等な社会、つまりジェンダー平

等な社会を目指していくためには、無意識のうちに培われたジェンダーに気が

付くことが重要である。 
これまでも男女共同参画推進委員会の活動の中で、中高生にアンケート調査

を行ったり、今年度は市内事業所にアンケート調査を行ったりするなど、ジェ
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ンダーバイアスに敏感になる機会を設けてきた。 
委員会活動においては、中学生・高校生、新婚世帯など若年世代を対象とし

た活動を実施するなど、新たな取り組みを始めている。 
市においても、子育て・保育の場・学校教育等の場での男女共同参画の推進

など、更なる取り組みに努められたい。 
 

５．働き盛り世代への男女共同参画推進（新規）  
昨年度の提言によって、本年度は自治会改革委員会が設置され、働き盛り世

代の地域活動への推進等の課題を検討中である。 
市においても、働き盛り世代に対する男女共同参画推進に関する事業の実施

など、更なる取り組みに努められたい。 
 
６．具体的な男女共同参画推進活動の推進（新規） 
  男女共同参画社会の実現のため、韮崎市としての具体的な活動を積極的に推

進されたい。以下のとおり、委員会の提言の実現に向けた積極的な取り組みや

今後の活動支援に努められたい。 
 
 ⑴ 市内事業所の「働き方改革」の推進について 

今年度は市内事業所１０７社に「働き方改革」についてアンケート調査を

実施した（回答率は３２．７％）。アンケート内容は昨年度実施の中学生・

高校生対象のアンケートと同様の内容とし、比較・検討することとした。 
その結果、「仕事の満足感」と「プライベートの充実」という「ワーク・

ライフ・バランス」の実現の重要性を認識していることが分かった。 
        「プライベートの充実」「家族との生活」「相談しやすい雰囲気」などの

若者の意識と共有している面もあるが、自由度の高い働き方や仕事の満足度

への推進において若者の意識との隔たりも見られた。 
市内事業所が働く人それぞれのライフステージにあわせた柔軟な働き方

に対応できる環境となることは、若い世代にとっても魅力的な職場づくりに

つながる。 
次世代を担う若者と事業所側が交流する機会の創出、事業所側が「働き方

改革」を実行に移せる環境・整備に向けて、下記の４点について、強化・充

実に努められたい。 
① 韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金の周知の強化 

② 若者と事業所の考え方のギャップを埋めるための事業所関係者の男

女共同参画推進委員会への参加 

③ 学生と市内事業所が交流できる場のさらなる構築 

④ 働き方改革のメリット（職場の活気、人材確保、利益向上）について

の先進企業の好事例を発信する等のサポートを実施 
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 ⑵ 「家庭と仕事の両立」に向けた冊子「尊重できる 家事のパートナーシッ

プ」作成及び配付への支援 
   多くの世帯が共働き世帯となっている今、家庭と仕事を両立し、一人一人

が自分らしく充実感を持って、子どもを望む家族には安心して生み育てるこ

とができるように、生活を支援することは、活力あるまちづくりにもつなが

る。 
   委員会では、新婚世帯のそれぞれの夫婦にあった家事分担の在り方を考え、

新生活への不安解消につなげるための冊子「尊重できる 家事のパートナー

シップ」を作成した。 
   市としても、この冊子の印刷及び配付に支援いただくとともに、若者が市

に生活の拠点をおき、家族が安心して健幸（けんこう）に過ごせる環境づく

りに努められたい。 
 
 ⑶ 「多様な生き方」を可能にするための教育・啓発活動及び支援の推進 

韮崎市教育委員会指導主事や元CAPスペシャリストを招いて現状を知る

勉強会等を行った結果、教育課程に基づいた人権尊重に関わる教育は確実に

行われているが、あらゆる性暴力の根絶に向けた具体的な取り組みはあまり

進んでいないことがわかった。 
市としても、民間団体等と密接に連携して確実に取り組むことに努められ

たい。 
そこで具体的な項目として５つを提案する。 

   ① 学校等での「生命（いのち）の安全教育」の取り組み 
   ② 市民への性暴力の根絶に向けた意識啓発 
   ③ 若年層を対象にした相談窓口の強化 
   ④ 回復に向けての実践的な取り組みの実施 
   ⑤ 「（仮称）韮崎市子ども権利条例」の策定検討 
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■グループ活動報告及び提言 
 
【働き方改革グループ】 
 
活動報告 
 

テーマ 市内事業所の「働き方改革」の推進について 

内 容 昨年度は、次世代を担う若者が働きたいと思う職場環境

などを調査した結果、８０％が「働き方改革」に取り組む

企業で働きたいという回答であった。 
今年度は、市内事業所へのアンケート内容を検討したう

えで昨年度と同じ内容の調査を実施し、３５件の回答を得

た。その結果から、昨年度の若者への調査結果との共通点

や相違点を考察した。プライベートや家族との時間を大切

にしたいという意識は共通するが、自由度の高い働き方や

仕事への満足度などにおいて懸隔が見られた。 

活動成果 アンケート調査の結果は、別紙のとおりである。（別紙

資料１-１、１-２） 

 
提言に至る経緯 
 

【活動概要】 

市内事業所に「働き方改革」についてのアンケート調査を行い、３５件の回 
答（回答率３２．７％）を得た。 

 
【アンケートからの考察】 

 １. 男女共同参画の状況 
   ２３％の事業所が「積極的に推進」、６８％が「推進している」、９％

は「まだできていない」と答えている。 
    推進内容については、「女性の就業」が最も多く、「育児等の突発的な

休みにも対応可能な体制をとっている」「女性のキャリアアップに向けた

研修等の実施」等、事業所ごと工夫して努めていることが分かる。 
  
２. 働き方改革について 
  １００％の事業所が、言葉の認知度・関心があることが分かった。 
  導入状況についても１００％であり、「残業を減らす」「自分の都合に



 

8 
 

合わせた休みを取りやすくする」「生産性を向上させて給料を増やす」が

上位であり、その他に「福利厚生の充実を図る」といった回答があった。 
 
３. 従業員のためにどんな職場を目指しているかについて 

   「上司や同僚に相談しやすい雰囲気がある」がもっとも高い得点となり、

次いで「自分の生活とバランスがとれる」が高い点数を得た。 
   相談しやすい雰囲気を目指すことで、従業員に安心して働けるような

環境を作ることに重点を置いていることが分かった。 
   また、若者が仕事だけの生活ではなく、趣味等生活とのバランスがとれ

るような環境づくりが大切ということも事業所は理解している。 
 
４. ワーク・ライフ・バランスを実現するために、企業が必要な努力につい

   て 
   「「ノー残業デー」の徹底や休暇の取得をうながすなど、家族との時間

や自分の時間をとれるようにする」がもっとも高い点数となり、次いで、

「育児・介護などのための休みを取りやすくする」と「残業の状況や人間

関係など職場での困りごとや、仕事と育児や介護との両立など生活の困

りごとについて相談できるようにする」が高い点数を得た。 
   家族との時間をとれるよう企業側と学生とで、認識が一致している。 

「フレックスタイム制やテレワークなど、自由度の高い柔軟な働き方

を取り入れることで、その人にあわせた働き方を選べるようにする」は、

最も点数が低く、回答した企業の業種にも関係があるが、東京都の実施率

は、６２.７%（令和４年２月末時点）であり、本市の事業所においても力

を入れて行うべきと考える。 
 
 ５. 働きやすい環境の整った企業の可能性について 

    「活気が出る」「優秀な人材が集まる」「会社の利益向上につながる」

が上位の回答であった。 
     また、その他として、「離職率が圧倒的に減る」等人材不足解消につな

がることが分かった。 
    働きやすい環境の整った職場を作ることには、企業側にとっても、メリ

ットがあることを認識していることが分かった。 
 

６. 女性が働きやすい環境や活躍の場づくりについて 
   ９７％が「推進すべき」、３％は「必要ない」と回答した。 

人材不足の観点から、性別に関係なく活躍することが企業側からも求め

られていることが分かった。 
  一方で、「職種に応じて決めるべき」「女性は扶養でいたいとの思いが

ある」という回答があり、女性が働きやすい環境は男性にとっても働きや
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すい環境等の正しい啓発をしていくことが重要である。 
 
７. 男性の育児休業取得について 

   ８０％が「推進すべき」、９％が「推進の必要ない」、１１％が「その

他」という結果となった。 
  「仕事とプライベートを両立することで、仕事の意欲が高まり生産性が

向上する」「女性に活躍してもらうには、男性の協力が不可欠」等、多く

の市内事業所が、好意的にとらえていることが分かった。 
   しかし、「推進する環境が整っていない」「中小企業では無理」「仕事

がスムーズに回るか心配」等の意見もあり、今後、取得率向上に向けた経

営面等における研修等が求められよう。 
 
８. 韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金について 

   ８９％が「知らない」、１１％が「知っている」という結果となり、市

においては、市広報誌やＨＰ等で周知しているが、より一層強化な周知活

動が必要である。 
   奨励金使用について、８９％が「活用したい」、１１％が「いいえ」と

回答があり、多くの事業所が男性の育児休業について積極的に実施した

いことがうかがえる。 
市の制度の周知の方法を工夫すると同時に、事業所においても、男性の

育児休業取得率を上げるための研修を求めたい。 
 
【昨年度の中高生へのアンケート結果と今年度の事業所とのアンケート比較】 
 「働き改革」を推進したい理由として共通する点は以下の項目であった。 
  ・自分の生活とのバランスがとれる 
  ・相談しやすい雰囲気がある 
  ・家族との時間をつくれるようにする 
   

中高生は重視しているが、企業が重視していないことは以下の項目であっ

た。 
・やりたい仕事をする 
・その人の働き方に合わせた働き方を選ぶことができる 
・おしゃれなオフィス 

 
【提言】 

⑴ 韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金の周知の強化 

⑵ 次世代を担う若者と事業所の考え方のギャップを埋めるため、事業所等

関係者による男女共同参画推進委員会への参加 

⑶ 学生と市内事業所が交流できる場のさらなる構築 
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⑷ 働き方改革のメリット（職場の活気、人材確保、利益向上）についての

先進企業の好事例を発信する等のサポートを実施 

 

 今回のアンケートを通して、働き方改革（ワーク・ライフ・バランス）につ

いてのメリット（職場の活気、人材確保、利益向上）は、理解しているが、業

務遂行に不安がある企業が多いことが目立ったため、先進企業の好事例を発信

する市のサポートや男性の育児休業取得促進事業奨励金制度の周知の強化を

行い、さらには、若者が本市の事業所に興味が持てるよう、学生と市内事業所

が交流できる場の更なる構築が必要であると感じる。 
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【家庭と仕事の両立グループ】 
 
活動報告 
 

テーマ 新婚世帯が抱える結婚・育児・介護などの不安解消につ

いて 

内 容 
 

冊子の完成に向けて、具体的に決めていった。 
 
コンセプト：冊子をもとに、パートナーと話し合って、 

２人の生活を創っていけるようなもの。 
チェックリストや評価するものではなく、

目標となるようなもの。 
カテゴリー：料理、掃除、その他とする 
応援メッセージ：全員が一言ずつ思いを伝える 
レイアウト：二人のこれからの人生をイメージ 
用紙サイズ： 手のひらサイズで広げるとＡ３一枚 

活動成果 昨年度作成した、家事細分化リストをもとに、冊子に掲

載する家事を検討し、親しみやすい冊子を作成した。 
冊子は市役所やにらちびなどに設置及び市HPにデータ

ーを記載する。（別紙資料２） 

 
提言に至る経緯 

【活動概要】 

昨年度、「家の中の仕事」を『①料理／②洗濯／③掃除＆収納／④育児／⑤

介護／⑥地域との交流／⑦家の保守』の分野に分けて、具体的にどのような仕

事があるのか洗い出し、今年度はその中から、目に見えづらく実はあった家事

を重点的にまとめ冊子を作成した。 
 また、親しみがある冊子にするためイラストやパステルカラーを使用する等

工夫し、委員からの応援メッセージ等を掲載することで、新婚夫婦の不安を解

消できるようにした。 
 
【内容】 

 ⑴ 相手のいいところを書いてみよう 
   夫婦で生活していく中で、時には喧嘩をしたり嫌なこともあるが、相手

のいいところを確認してもらうことで、お互い冷静になり、より良い生活

ができると考える。 
⑵ 料理リスト 

  料理は、「作ること」だけが家事だと認識している方が多いが、「献立」

や「調理ゴミを捨てる」等、目に見えない家事をリスト化することで、家
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事分担等の夫婦のきっかけ作りになると考える。 

 ⑶ 掃除リスト 

   掃除は、掃除機を使って掃除するだけではなく、「掃除機のフィルター

を交換」や「排水口の掃除」等、目に見えない家事をリスト化することで、

家事分担等の夫婦のきっかけ作りになると考える。 

 ⑷ その他リスト（自分たちで考えてみよう等） 

   夫婦に合った項目をお互いで考えてもらうことで、話し合うことのきっ

かけ作りや価値観の共有を目的としている。 

 
【提言】 

 ⑴ 冊子印刷 
⑵ 冊子配布 

（婚姻届け時に直接配付、にらちびでの配布、福祉課・健康福祉センター・

ゆーぷる等での設置、市ＨＰにデーター掲載） 

 
市でも引き続き、若者が市に生活拠点をおき、家族が安心して健幸（けんこ

う）に過ごせる環境づくりに努めていただきたい。 
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【多様な生き方グループ】 
 
活動報告 
 

テーマ 多様な生き方を阻害するＤＶや性暴力の実態や根絶につい

て 

内 容 多様な生き方が可能になるためには、性を尊重する意識の

浸透や性暴力の根絶は重要であり、そのためには教育・啓発

が必要であるという共通認識を得た。 
韮崎市教育委員会指導主事や元CAPスペシャリストを招い

て現状を知る勉強会を行った結果、以下のことがわかった。 
小中学校において、教育課程に基づいた人権尊重に関わる

教育は確実に行われているが、ジェンダーの問題の具体的な

取り組みは進んでいない。 
文科省が指導の手引きや教材を公表した「生命（いのち）

の安全教育」は実施していないところが多い。 

活動成果 幼児から小中学生、高校生への「生命（いのち）の安全教

育」が確実に実施できるように、また相談体制の強化につい

ての提言を行った。 

 
提言に至る経緯 

【背景及び意義】（別紙資料３-１、３-２） 

 ⑴ 近年の新たな基本的人権を脅かす社会的な動向 
 ⑵ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響 
 ⑶ 山梨県における対応 
 ⑷ 学校現場での子どもへの予防教育 
 ⑸ 男女共同参画推進計画での基本理念及び目標 

                                                                                                                             

【活動概要】 

毎月の委員会でのテーマに沿った活動に加え、講演会の受講や関係団体など

からの意見交換などを行ってきた。 
 
【主な活動】 

初の取り組みテーマであったので、まずは、委員各自が学び、理解を深める

ため、DV・ハラスメントについて、委員会で講師を招いていただき、講演を受

講した。 
この中で、特に子どもたちへの予防教育が重要ということを学んだ。 
その後、学校現場の状況を知るため、市内小中学校の指導要領を調べたり、
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指導主事から学校現場の現状について知るため、意見交換等を行った。 
また、全国で暴力防止などに取り組んでいる主要団体である CAP の元メン

バーを招き、活動内容や理念を伺うことができた。 
そのほか、山梨県が運営する「やまなし性暴力被害者サポートセンター」で

の相談件数の推移や韮崎市での相談窓口及び相談件数について、担当者から聞

き取りを行った。 
 
【提言】 

～～～被害者とならない、加害者とならない取り組み～～～ 

 ⑴ 学校等での「生命（いのち）の安全教育」の取り組み 
・幼少期からの小中学校等での予防教育は効果的と考えるため、生命（い

のち）の安全教育の充実を図ること。 
・具体的には、子どもへの暴力防止やデート DV 防止などの意識啓発が行

える民間団体等に委託できるよう、市は必要な予算を措置し、学校に対

して、積極的な活用を促すこと。 
 ⑵ 市民への性暴力の根絶に向けた意識啓発 

・年間を通した取り組みを行うため、人権に関する各種記念日を活用した

啓発を行い、市民意識の高揚に努めること。 
・具体的には、冊子作製と冊子の教育現場での活用、人権カレンダーの作

成、記念日での「パープル・ライトアップ」など 
・また、「まちづくり出前塾」に DV に関する講座を設け、地区等において

市民が学べる機会を提供すること。 
 
～～～被害者ケアに係る取り組み～～～ 

 ⑶ 若年層を対象にした相談窓口の強化 
  ・DV 被害などの性暴力被害相談窓口を明確化し、周知に努めること。 
 ⑷ 回復に向けた実践的な取り組みの実施 
   現在、被害を受けた（ている）人が立ち直るため方策を検討すること。 

・具体的には、DV 被害を受けた女性とその子供等が学べる心理教育プロ

グラムやエンパワーメントを高めるためのセミナーなどを開催するこ

と（参加者が少ないなど市主催が難しい場合は、県に要望）。 
 
～～～総合的な取り組み～～～～～～～ 

⑸ その他 
・韮崎市において、子どもの権利を尊重し、成長を応援するための条例の

制定を検討すること。 
   例：甲府市子ども未来応援条例 
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おわりに 

 

以上、韮崎市男女共同参画推進委員会の活動経過を報告し、次年度さらなる活動

の推進に取り組んでまいります。 

 

令和４年３月３０日 
 

韮崎市長  内藤 久夫 殿 
 
 
                 韮崎市男女共同参画推進委員会 

委員長  成 島  美 穂 子 
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令和３年度男女共同参画推進委員会委員名簿 

役職 地区 氏  名 

委員長 韮崎 成島 美穂子 

副委員長 神山 長田 明彦 

副委員長 神山 内藤 一美 

委員 市推薦 山寺 園江 

委員 市推薦 泉  翔悟 

委員 市推薦 森山 雄介 

委員 韮崎 清水 雅美 

委員 穂坂 志村 千代美 

委員 穂坂 池田 達也 

委員 藤井 望月 理子 

委員 藤井 浅川 広人 

委員 中田 髙添 久 

委員 中田 村上 一江 

委員 穴山 小泉 ますみ 

委員 穴山 槫林 一三 

委員 円野 森本 由美子 

委員 円野 山形 拓也 

委員 清哲 櫻田 明子 

委員 清哲 吉川 洋 

委員 旭 遠藤 真美 

委員 旭 平原 新也 

委員 大草 飯野 陽子 

委員 大草 中山 芳江 

委員 竜岡 川口 英治 

委員 竜岡 輿石 利枝 

アドバイザー - 望月 理子 



 

 

 

働き方改革 

グループ 

 

 





別紙資料１-１

回答数

35社（回答率：32.7%） 発送数：107社

1．従業員数 ※パート・アルバイト含む

2．うち女性従業員の割合

市内事業所の「働き方改革」についてのアンケート結果

 韮崎市男女共同参画推進委員会では、市内事業所の「働き方改革」の状況についてア

ンケート調査を実施しました。取りまとめの結果は以下のとおりです。

０～20％

11社（31%）

21～40％

9社（26%）

41～60％

8社（ 23%）

61～80％

3社（9%） 81～100％

4名（11%）

女性の割合

10人以下

2社（6%）

10人以上～50人未満

14社（40%）

50人以上～100人未満

8社（ 23%）

100人以上,

11社（31%）

従業員数

1
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3．業種について

【その他】

建設業（設備工事業・管工事業）

物流業、運送業、運輸業

女性だけのフィットネスクラブ

人材派遣

子育て支援業務

施設管理運営

製造業

18社（51%）

商社・小売業

1社（3%）

サービス業

5社（14%）

医療・福祉業

3社（9%）

その他

8社（23%）

業種

〈結果および考察〉

回答率は、32.7％と低いとも思われる。

しかし、仕事の合間を縫って回答してくれたことは働き方改革に意識がある証

であると言えるだろう。

回答企業の７割は従業員数が１００以下であり、製造業が半数を占めているこ

とが、働き方改革に取り組みやすい要因となるかどうか、また女性の従業員の割

合が４０％以下の企業が５６％であったこととの関連には、さらなる調査が必要

と思われる。

2
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4．「男女共同参画」について

 ⑴「男女共同参画」状況

 ⑵推進内容

【その他】

・育児等による突発的休みにも対応可能な体制をとっている。

・採用時に女性を優先して雇用している

・女性のキャリアアップに向けた研修等の実施

積極的に推進している

8社（23%）

推進している

24社（68%）

まだできていない

3社（9%）

男女共同参画を推進していますか

28社

18社

9社

3社

女性の就業

育児休暇

女性の管理職

その他

0 5 10 15 20 25 30

具体的に何をしていますか

3
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5．「働き方改革」について

 ⑴「働き方改革」の認知度

 ⑵「働き方改革」の関心度

知っている

35社（100%）

働き方改革という言葉を知っていますか

はい

35社（100%）

関心はありますか

〈結果及び考察〉

91％が推進しているが、3社9％は「まだできていない」と回答している。

推進内容として女性の就業・休暇・管理職についての意識の高さが分か

り、さらに各企業が推進した成果を公表することは、市内の企業に良い影響

を与える可能性があると考える。

突発的な休みが可能な体制・女性を優先しての採用・キャリアアップ研修

も素晴らしい取り組みである。

4
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【その他】

・福利厚生の充実を図る

・福利厚生の充実を図るキャリア形成を明確にするための研修を実施

 ⑶「働き方改革」の導入状況

 ⑷⑶方法について

はい

35社（100%）

積極的に取り入れていますか、

または、取り入れる予定はありますか

28

20

23

3

4

7

19

0 5 10 15 20 25 30

残業を減らす

性別・年齢・障害の有無に関わらず活躍してもらう

育児や介護などのための休みや、自分の都合に合わせた休み

を取りやすくする

始業・終業の時間が柔軟に決められる

テレワークなどの柔軟な働き方ができる

副業を可能にする

生産性を向上させて給料を増やす

その他

その方法は何ですか

5
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6．従業員のためにどんな職場を目指しているかについて（優先順位が高いものを３つ選

んでください）

※1番優先順位が高いものには「3点」、2番目には「2点」、3番目には「1点」として、

点数から順位を付けた。

明るいお

しゃれな職

場

自分の生活

とのバラン

スがとれる

福利厚生や

各種手当が

整っている

上司や同僚
に相談しや
すい雰囲気
がある

評価をしっ

かりする

自分のやり

たい仕事が

できる

上下関係な

く助け合え

る

1番目に重

視すること
6% 25% 14% 19% 17% 8% 11%

2番目に重

視すること
8% 18% 13% 31% 18% 3% 10%

3番目に重

視すること
6% 12% 24% 21% 18% 3% 18%

【四捨五入をしているため、合計が100％になっていない場合があります。】

【各項目の得点と優先順位の割合】

順位 項目 得点

1 上司や同僚に相談しやすい雰囲気がある 52点

2 自分の生活とのバランスがとれる 45点

3 評価をしっかりする 38点

4 福利厚生や各種手当が整っている 33点

5 上下関係なく助け合える 26点

6 明るいおしゃれな職場 14点

7 自分のやりたい仕事ができる 12点

〈考察〉

認知度・関心度は、すべての企業が「ある」と回答があり、十分浸透してい

ると言える。

昨年度のアンケート結果より若者は、自分や家庭の時間を確保することに関

心を持っていることが分かった。

今回のアンケートにおいて企業も残業を減らしたいと考えていることから共

通認識が得られた。しかし、人員等の問題により難しいのではないかと思われ

る。

6
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7．ワーク・ライフ・バランスを実現するために、企業はどのような努力が必要かについ

て（優先順位が高いものを３つ選んでください）

※1番優先順位が高いものには「3点」、2番目には「2点」、3番目には「1点」として、

点数から順位を付けた。

順位 項目 得点

1
「ノー残業デー」の徹底や休暇の取得をうながす
など、家族との時間や自分の時間を作れるように
する

50点

2 育児・介護などのための休みをとりやすくする 41点

3
残業の状況や人間関係など職場での困りごとや、
仕事と育児や介護との両立など生活の困りごとに
ついて相談できるようにする

41点

4
仕事に関わる資格取得の補助をするなど、従業員の
キャリアアップを支援する

32点

5
希望する業務に取り組めるなど、仕事の満足度を高め
るように配慮する

31点

6
フレックスタイム制やテレワークなど、自由度の高い
柔軟な働き方を取り入れることで、その人にあわせた
働き方を選べるようにする

9点

育児・介護

などのため

の休みをと

りやすくする

家族との時

間や自分の

時間を作れ

るようにす

る

その人にあ

わせた働き

方を選べる

ようにする

仕事の満足

度を高める

ように配慮

する

従業員の

キャリア

アップを

支援する

職場での

困りごと

や生活の

困りごと

について

相談でき

るように

する

1番目に重視

すること
18% 26% 6% 18% 12% 21%

2番目に重視

すること
26% 26% 3% 15% 15% 15%

3番目に重視

すること
15% 15% 3% 9% 29% 29%

【四捨五入をしているため、合計が100％になっていない場合があります。】

〈考察〉

「上司や同僚に相談しやすい雰囲気がある」がもっとも高い得点となり、次いで

「自分の生活とバランスがとれる」が高い点数を得た。

相談しやすい雰囲気を目指すことで、従業員に安心して働けるような環境を作る

ことに重点を置いていることが分かった。

また、若者が仕事だけの生活ではなく、趣味等生活とのバランスがとれるような

環境づくりが大切ということも事業所は理解していることが読み取れる。
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【その他】

・離職率が圧倒的に低下する

・社員が辞めない（定着する）

８．働きやすい環境の整った企業の可能性について（複数可）

〈考察〉

「「ノー残業デー」の徹底や休暇の取得をうながすなど、家族との時間や自分

の時間をとれるようにする」がもっとも高い点数となり、次いで、「育児・介護

などのための休みを取りやすくする」と「残業の状況や人間関係など職場での困

りごとや、仕事と育児や介護との両立など生活の困りごとについて相談できるよ

うにする」が高い点数を得た。

家族との時間をとれるよう企業側と学生とで、認識が一致している。「フレッ

クスタイム制やテレワークなど、自由度の高い柔軟な働き方を取り入れること

で、その人にあわせた働き方を選べるようにする」は、最も点数が低く、回答し

た企業の業種にも関係があるが、東京都の実施率は、62.7%（令和4年2月末時

点）であり、本市の事業所においても力を入れて行うべきと考える。

〈考察〉

「活気が出る」「優秀な人材が集まる」「会社の利益向上につながる」が

上位の回答であった。

また、その他として、「離職率が圧倒的に減る」等人材不足解消につなが

ることが分かった。

働きやすい環境の整った職場を作ることには、企業側にとっても、メリッ

トがあることを認識していることが分かった。

働き方改革促進を進めることで企業の業績も上がり将来に繋がっていくと

考えられる。

15社

26社

32社

26社

2社

不平不満がなくなる

優秀な人材が集まる

活気がでる

会社の利益向上につながる

その他

0 5 10 15 20 25 30 35

働きやすい環境の整った企業には

どんな可能性があるでしょうか
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9．女性が働きやすい環境や活躍の場づくりについて

【推進すべきである：理由】

・働き手が不足する中、女性の活躍に期待しているため

・人材不足対策

・最近は女性でも働きたいと思う人が増えているため

・女性が働きやすい環境は男性も働きやすい環境

・労働人口の減少に伴い、女性にも活躍の場を与える必要がある

・離職が減り、優秀な人材の確保につながる

・女性が働きやすい環境は男性も働きやすい環境となり、職場の雰囲気もよくなる為

・女性が社会に出ることにより地域及び国全体が豊かになるため

・女性の労働力が活かされ、だれもが働きやすい環境になるよう推進すべきだと考える

・労働力不足解消のため

・男性も女性も関係なく活躍できると考えているため

・仕事においての男女の差はあまり重要でない

・女性の能力をフルに活用できる社会づくりが求められている

【推進の必要はない】

・職種に応じて決めるべきだから

・女性は扶養でいたいとの思いがあるため

・現在ならびに将来人手不足の時代には潜在労働力である女性の就労が必要であるの

で、その環境を整える必要がある

・人材確保のため、および今の世の中の状況を鑑みて女性が働き続けることは家庭の

収入面で重要と思われるため

推進すべきである

34社（97%）

推進の必要はない

1社（3%）

推進すべきか

9
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10．男性が育児休業をとって育児に参加することについて

【推進すべきである：理由】

・男女平等

・女性が当たり前に育休を取れて男性が取れないのはおかしい

・職場、夫婦の協力体制が構築され、仕事も夫婦関係も良い影響がある

・仕事とﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄを両立する事で、仕事の意欲が高まり生産性が向上する

・女性が社会参加で活躍する為には男性の育児休業が必要である

・本音では男性が従事する業務の内容から難しい部分があるが、男性女性が平等に働く

環境を作っていくためには男性にも育休がないと不公平だと思うから

・近年、妻の産後うつについて問題視されている。夫が仕事を休みサポートしながら2人

で子供を育てる事で妻の負担が軽減されると思う

・子供が小さいうちの時間は限られているため、両親と過ごす時間は大切にすべき。給

付金があるが収入が減ってしまうことで断念した男性社員がいた

・男性が育児参加することにより、女性の負担が軽減でき、労働力の確保につながると

考える

推進すべきである

28社（80%）

推進の必要はない

3社（9%）

その他

4社（11%）

男性が育児休業をとって育児に

参加することをどう思いますか

〈考察〉

９７％が「推進すべき」だった。３％は「必要ない」と回答したが、性別

に関係ないとの回答だったのでマイナスな数値ではないだろう。

人材不足の観点から、性別に関係なく活躍することが企業側からも求めら

れていることが分かった。

一方で、「職種に応じて決めるべき」「女性は扶養でいたいとの思いがあ

る」という回答があり、女性が働きやすい環境は男性にとっても働きやすい

環境等の正しい啓発をしていくことが重要である。

10
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・育児＝母親の担当は古い考え方。男性も積極的に参画するべき

・妻の精神的負担を和らげ家庭内の調和が保てる

・女性に活躍してもらうには、男性の協力が不可欠

【推進の必要はない：理由】

・会社で推進する環境が整っていないため

・中小企業では無理だから。他の社員の負担が増す

【その他】

・育児参加は必要であるが、現在の従業員主体の休暇制度には疑問がある

・仕事がスムーズに回るか心配であり、何とも言えない

・仕事がうまく回るか心配であり、何とも言えない

・環境を整えていれば良い

11．韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金について

 ⑴韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金の認知度

・母親の負担が軽減することにより家庭が安定し、本人の職場での仕事にも好影響を与

える可能性が期待できる。しかし環境の整備、意識改革などの問題がある

知っている

4社（11%）

知らない

31社（89%）

韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金を

知っていますか

〈考察〉

８０％が「推進すべき」、９％が「推進の必要ない」、１１％が「その

他」という結果となった。

「仕事とプライベートを両立することで、仕事の意欲が高まり生産性が向

上する」「女性に活躍してもらうには、男性の協力が不可欠」等、多くの市

内事業所が、好意的にとらえていることが分かった。

しかし、「推進する環境が整っていない」「中小企業では無理」「仕事が

スムーズに回るか心配」等の意見もあり、今後、取得率向上に向けた経営面

等における研修等が求められよう。
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 (2)活用について

 ⑶今後について

いいえ

35社（100%）

活用したことはありますか

はい

31社（89%）

いいえ

4社（11%）

今後活用したいと思いますか
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〈考察〉

８９％が「知らない」、１１％が「知っている」という結果となり、

市においては、市広報誌やＨＰ等で周知しているが、より一層強化な周

知活動が必要である。

奨励金使用について、８９％が「活用したい」、１１％が「いいえ」

と回答があり、多くの事業所が男性の育児休業について積極的に実施し

たいことがうかがえる。

市の制度の周知の方法を工夫すると同時に、事業所においても、男性

の育児休業取得率を上げるための研修を求めたい。

〈全体考察〉

回答率が、32.7％と低く市内事業所の男女共同参画推進及び働き方改

革の推進について関心度が低いと考えられる。

しかし、調査に協力してくれた企業は働き改革に意欲的であり、推進

に向けての意識が高いことがどの項目から推察できた。

今後、奨励金の周知を積極的に行い知ってもらうことをきっかけにし

て、関心度を高めることができるのではないかと思う。

このアンケート調査を含めた令和３年度の活動報告書及び提言書を全

企業に送り、さらに連携を深めていきたいと考える。

昨年度の中高生へのアンケート結果との比較も踏まえた提言について

は、活動報告書及び提言書を参考にされたい。
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別紙資料３-１ 

 

【背景及び意義】 

 ⑴ 近年の新たな基本的人権を脅かす社会的な動向 

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントに代表される職場等においてのハラ

スメント行為、またドメスティックバイオレンスのほか、デート DVといった暴力、さ

らにはスマートフォンの普及や SNS 等のデジタル化の進展によるリベンジポルノなど、

様々な問題が顕在化されてきており、守られるべき基本的人権が脅かされるような事

案が頻繁に取りざたされております。 

  

⑵ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響 

・新型コロナウイルス感染拡大で在宅時間が長くなった影響等で、同居人などから受け

る性暴力の相談が増加しているとのことです。 

  

出典：山梨日日新聞 2021 年 5月 12 日 

 

・内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」によると、20代女性のデート DV

被害は 4 人に 1 人であり、20 代男性では、９人に１人が被害を受けたことがあると

報告されております。 
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出典：内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」（令和３年３月） 

 

・また、無理やり性交されたことがある人のうち、被害にあった年齢は、19 歳以下が

最も多く（４９％）、加害者との関係は、面識のある人からの被害が大多数（８８％）

を占めております。 

 

 出典：内閣府男女共同参画局 男女間における暴力に関する調査（令和２年度調査） 

 

・なお、２０２０年度における全国のワンストップ支援センターに寄せられた性暴力や

性犯罪の相談件数は前年度比２３．６％増の５万１１４１件とのことであります。 

・また、２０２０年度におけるやまなし性暴力被害者サポートセンターに寄せられた性

暴力相談件数は、４３０件に上り、年々増加しているとのことです。 

 ※２０１８年度：２０６件、２０１９年度：３５１件 
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 出典：山梨日日新聞 2021 年 5 月 19日 

   

・なお、本市における状況は、福祉課からの聞き取りによると例年、１件程度の相談件

数とのことであり、特段、増加している状況ではないとのことでした。 

 

 ⑶ 山梨県における対応 

令和 3年 7月 27 日、山梨県知事は、性別による社会格差を徹底解消する「男女共同

参画先進県」実現に向けて、取り組み断行宣言を表明しました。 

この中で、「新型コロナ拡大の影響等により、DVや性暴力の増加・深刻化を改めて認

識」されたと触れております。 

また、当面の重点施策の中で子供の頃からの理解促進が重要であることから、特に若

年層への意識啓発を強化することとしています。 

3



別紙資料３-１ 

 ⑷ 学校現場での子どもへの予防教育 

アメリカを代表する諸外国では、幼稚園くらいから被害者にも加害者にもならない

ように性教育をしているとのことです。 

日本では、学校での性犯罪・性暴力対策の強化方針を国において示しており、令和２

年度から３年間集中強化期間として取り組み（※）を行っているところであるものの、

伝統的ともいえる性教育のタブー視によって、ほぼ授業で取り入れあげられていない

状況であります。 

しかし、「デート DV 予防教育の必要性～効果測定調査報告と社会的コストについて

（NPO 法人デート DV 防止全国ネットワーク：２０２１年 5月）」によると、生徒に対し

て予防授業を行った結果、統計的有意差が確認できたと報告されていることから、本市

において取り組みを行うことは重要と考えます。 

※ 性犯罪・性暴力対策の強化の方針（概要）別紙資料 3-2 

 

 ⑸ 男女共同参画推進計画での基本理念及び目標 

「男女がお互いに認め合い、協働するまち・韮崎」という理念の達成のため、５つの

目標があり、その５番目の目標に「人権が尊重される社会の形成」が掲げられておりま

す。 

人権は、全ての人に保障されていることは言うまでもありませんが、実際には人権侵

害ともいえる事柄が多く見受けられます。特に昨今、家庭内や恋人間での性的暴力が社

会問題となっており、被害者の大半は若年層の女性が占めている状況でもあります。 

また、知らずうちに加害者となるケースや反対に被害者自らが声に出せない状態に

あるなど、人権尊重の理念を改めて確認し、他人を傷つけない、自分の権利を守る（自

己決定権）という知識と力を築いていくことが重要と考えます。                                                                                                                             

  

 

【主な活動】 

  ６月２３日：グループ構成決定 

  ７月２８日：ＤＶ・ハラスメントについて講演（望月氏） 

  ８月   ：コロナ禍により中止 

  ９、１０月：働き方改革に関する講演（佐々木氏ほか） 

 １１月２４日：小沢指導主事、松本恵子氏を招聘 

        ・学校現場での性教育の取り組み状況 

        ・元 CAP メンバーによる取り組み内容 

 １２月１３日：事前打合せ 

 １２月２２日：ターゲット及び取り組み内容確認 

  １月 ６日：福祉課担当者聞き取り 
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        ・DV、デート DVの相談窓口、保健福祉センター担当者聞き取り 

        ・健康相談の中に DV等の相談あり 

        ・各学校からの依頼により、命の教育等において性差について講演 

  １月２６日：各自、取り組みについて提案・協議 

  ２月１６日：提言（案）をもとに協議 

  ３月２３日：提言（案）確定 
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